
書式Ⅰｰ1

住宅リフォーム工事

請 負 契 約 書
工事名称

工事場所

注文者名

住所

住所

担当者名

請負者名

１．請負金額

１．

２．

３．

４．

５．

２．工事内容

３．支払方法

代表者 印

 FAX

様　　　　印　　　TEL

工期　　　 令和　　　  年　　　　月　　　  日  より　　令和　　　  年　　　  月　　　  日　　まで

令和　　  年　　　月　　　日

金 円（税込）

TEL

FAX

工事項目 摘要（仕様） 小計（単価・数量・時間・等）

工事価格　（税抜き）

取引に係る消費税等

合　　計　 （税込）

■請負条件：工事用の電気・水道・ガスについては、お客様宅のものを使用させていただきます。また本工事は見えない部分等の
状況により施工内容、並びに工事金額に予測できない変更が生じる場合がありますので、ご了承くださるようお願いいたします。
■添付書類：工事内容を補足するため次の書類を添付します。（打ち合わせシートと工事請負契約約款は必ず添付する。その他、添
付する資料に○印を付ける）

◎　住宅リフォーム工事打ち合わせシート　　  　　 ◎　住宅リフォーム工事請負契約約款　　・　御見積書　　　　　　・　仕上げ表

・　カタログ　　（１．　 　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　（２．　　　  　 　　　　　　　　　　　　）

・　その他　　　（１．　 　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　（２．　 　　　　　　　　　　　　　　　  ）

前払金（　　　　　　　　　　　　　　  ）　金　　　　　　　　　　 円（税込）

部分払（　　　　　　　　　　　　　　  ）　金　　　　　　　　　　 円（税込）

竣工払（工事完了確認後　　　　  日以内）　金　　　　　　　　　　 円（税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　金　　　　　　　　　　 円（税込）
▼この契約の証として本書を２通作成し、当事者が署名または記名押印の上、各自１通を所有する
※　この書類は大切に保管してください。

印紙貼付欄
１万円未満：非課税
１万円以上100万円以下：
200円
100万円を越え200万円以下：
400円
200万円を越え300万円以下：
1,000円
300万円を越え500万円以下：
2,000円



契
　
約
　
条
　
項

　
表
記
注
文
者
（
以
下
甲
と
い
う
）
と
表
記
請
負
者
（
以
下
乙
と
い
う
）
は
表
記
の
申
込
内
容
（
以
下
工
事
と
い
う
）
に
つ
い
て
工
事
契
約
を
締
結
し
た
。

第
1
条
（
契
約
の
成
立
時
間
）

　
本
契
約
は
乙
が
所
定
の
手
続
き
に
よ
っ
て
承
認
し
た
と
き
成
立
し
ま
す
。
但
し
乙
が
甲
に
対
し
て
書
面
を
取
り
交
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
８
日
以
内
に
不

　
承
認
の
通
知
を
し
な
い
時
は
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
し
ま
す
。

第
2
条
（
工
事
代
金
の
支
払
方
法
）

　
工
事
代
金
の
支
払
方
法
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
支
払
、
又
は
乙
指
定
の
銀
行
口
座
及
び
郵
便
払
込
み
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
以
外
で
の
支
払
い
に
よ
る
ト
ラ

　
ブ
ル
が
生
じ
て
も
乙
は
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
3
条
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
変
更
・
解
約
申
出
）

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
締
結
後
の
甲
に
よ
る
支
払
変
更
及
び
一
括
支
払
等
ク
レ
ジ
ッ
ト
変
更
・
解
約
は
甲
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
直
接
申
し
出
て
直
接
支
払
い
す
る

　
も
の
と
す
る
。

第
4
条
（
工
事
の
変
更
）

(1
)甲
は
、
必
要
に
よ
っ
て
、
工
事
を
追
加
し
ま
た
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2
)甲
は
、
必
要
に
よ
っ
て
、
乙
に
工
期
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3
)前
２
頁
に
よ
り
、
乙
に
損
害
を
及
ば
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
甲
に
対
し
て
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(4
)乙
は
、
工
事
の
追
加
・
変
更
、
工
事
の
中
止
、
不
可
抗
力
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
て
そ
の
理
由
を
明
示
し
て
工
期
の
延
長
を
求

　
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
長
日
数
は
、
甲
・
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
5
条
（
請
負
代
金
額
の
変
更
）

①
つ
ぎ
の
各
号
の
一
に
あ
た
る
と
き
は
、
当
事
者
は
、
相
手
方
に
対
し
て
請
負
代
金
額
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
 a
　
工
事
の
追
加
・
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。
 

　
 b
　
支
給
材
料
・
貸
与
品
に
つ
い
て
、
品
目
・
数
量
・
受
渡
時
間
・
受
渡
場
所
ま
た
は
返
還
場
所
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

　
 c
　
契
約
時
に
予
期
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
令
の
制
定
・
改
廃
、
経
済
情
勢
の
変
動
な
ど
に
よ
っ
て
、
請
負
代
金
額
が
明
ら
か
に
適
当
で
な
い
と
認
め

　
　
ら
れ
る
と
き
。

　
 d
　
長
期
に
わ
た
る
契
約
で
、
法
令
の
制
定
・
改
廃
、
物
資
・
賃
金
な
ど
の
変
動
に
よ
っ
て
、
こ
の
契
約
を
結
ん
だ
時
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
の
ち
の
工

　
  
 事
部
分
に
対
す
る
請
負
代
金
相
当
額
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

②
請
負
代
金
額
を
変
更
す
る
と
き
は
、
工
事
の
減
少
部
分
に
つ
い
て
は
内
訳
書
の
単
価
に
よ
り
、
増
加
部
分
に
つ
い
て
は
時
価
に
よ
る
も
の
と
し
、
甲
・
乙

　
が
協
議
し
て
そ
の
金
額
を
定
め
る
。

第
6
条
（
損
害
賠
償
）

(1
)工
事
の
完
成
引
渡
ま
で
に
、
契
約
の
目
的
物
、
工
事
材
料
・
支
給
材
料
・
貸
与
品
、
そ
の
他
施
工
一
般
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
は
、
乙
の
負
担
と
す
る
。

(2
)工
事
完
成
引
渡
し
ま
で
に
、
つ
ぎ
の
各
号
の
一
の
場
合
に
生
じ
た
損
害
は
甲
の
負
担
と
し
、
乙
は
工
期
の
延
長
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
 a
　
甲
の
都
合
に
よ
っ
て
、
着
手
期
日
ま
で
に
工
事
に
着
手
で
き
な
か
っ
た
と
き
、
ま
た
は
甲
が
工
事
を
繰
延
べ
、
も
し
く
は
中
止
し
た
と
き
。

　
 b
　
甲
の
支
給
材
料
ま
た
は
貸
与
品
の
引
渡
が
遅
れ
た
た
め
、
乙
が
工
事
の
手
待
ま
た
は
、
中
止
を
し
た
と
き
。

　
 c
　
甲
の
前
払
ま
た
は
部
分
払
が
遅
れ
た
た
め
、
乙
が
工
事
に
着
手
せ
ず
、
ま
た
は
工
事
を
中
止
し
た
と
き
。

　
 d
　
そ
の
他
甲
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
と
き
。

第
７
条
（
不
可
抗
力
に
よ
る
損
害
）

　
天
災
そ
の
他
不
可
抗
力
に
よ
り
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
遅
滞
な
く
そ
の
状
況
を
甲
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
工
事
の
出
来
形
部
分
ま
た
は

　
工
事
現
場
に
搬
入
し
た
工
事
材
料
等
に
つ
い
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
は
乙
が
善
良
な
管
理
者
と
し
て
の
注
意
を
怠
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
そ

　
の
損
害
額
が
請
負
金
額
の
1
0
分
の
１
を
超
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
超
過
額
を
甲
が
負
担
す
る
。

　
損
害
額
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
火
災
保
険
そ
の
他
損
害
を
填
補
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
の
額
を
控
除
し
た
も
の
を

　
損
害
額
と
す
る
。

第
８
条
（
権
利
義
務
の
承
認
）

　
当
事
者
は
相
手
方
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
、
こ
の
契
約
か
ら
生
ず
る
自
己
の
権
利
義
務
を
第
三
者
に
承
認
さ
せ
、
ま
た
は
契
約
の
目
的
物
や

　
工
事
現
場
に
搬
入
し
た
検
査
済
み
の
工
事
材
料
な
ど
を
売
却
し
、
貸
与
し
、
も
し
く
は
抵
当
権
そ
の
他
担
保
の
目
的
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
９
条
（
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
）

　
乙
は
、
工
事
の
施
工
の
た
め
第
三
者
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
、
そ
の
賠
償
の
責
を
負
う
。
但
し
甲
の
責
に
帰
す
る
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
は
、
甲
が

　
そ
の
責
を
負
う
も
の
と
す
る
。

第
1
0
条
（
検
査
・
引
越
し
）

　
乙
は
、
工
事
完
了
し
た
時
点
で
甲
の
立
会
い
の
も
と
で
乙
が
工
事
検
査
し
、
甲
へ
引
渡
す
る
。
又
乙
は
引
渡
し
期
日
ま
で
に
仮
説
物
の
取
払
い
そ
の
他
の

　
跡
形
付
け
な
ど
を
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

第
1
1
条
（
遅
滞
損
害
金
）

　
甲
が
請
負
代
金
の
支
払
（
前
払
金
ま
た
は
部
分
払
の
支
払
を
含
む
）
を
遅
延
し
て
る
と
き
に
、
甲
は
年
利
1
4
.6
％
の
遅
延
損
害
金
を
乙
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

　
甲
の
支
払
遅
延
が
あ
る
と
き
は
、
乙
は
契
約
の
目
的
物
の
引
渡
し
を
拒
む
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
乙
が
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
怠
ら
ず
に
管
理
し
て

　
も
な
お
契
約
の
目
的
物
に
損
害
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
損
害
は
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
契
約
の
目
的
物
の
引
渡
し
ま
で
の
管
理
の
た
め
特
に

　
要
し
た
費
用
は
甲
の
負
担
と
す
る
。

第
1
2
条
（
訪
問
販
売
等
の
場
合
）

　
甲
が
乙
の
営
業
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
契
約
の
申
込
み
又
は
契
約
の
締
結
し
た
場
合
、
契
約
書
を
取
り
交
わ
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
８
日
を
経
過
す
る

　
迄
の
間
は
、
乙
の
所
在
地
宛
書
面
（
電
子
メ
ー
ル
等
を
含
む
）
に
よ
り
申
込
の
撤
回
又
は
契
約
を
解
除
出
来
る
も
の
と
し
、
そ
の
書
面
（
電
子
メ
ー
ル
等

　
を
含
む
）
を
発
し
た
時
に
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
す
る
。

第
1
3
条
（
中
止
解
約
権
）

　
甲
が
前
払
金
ま
た
は
部
分
払
の
支
払
を
遅
延
し
、
乙
に
お
い
て
相
当
の
期
間
を
定
め
て
催
告
し
て
も
、
な
お
そ
の
支
払
が
な
い
と
き
は
、
乙
は
工
事
を
中

　
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
甲
が
こ
の
契
約
に
違
反
し
、
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
契
約
の
履
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
ま
た
は
、
甲
が
請
負
代
金
の
支
払
能
力
を
欠

　
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
乙
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
甲
に
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

②
甲
が
こ
の
契
約
成
立
後
甲
の
都
合
に
よ
り
本
工
事
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
場
合
、
書
面
（
電
子
メ
ー
ル
等
を
含
む
）
に
て
中
止
解
約
す
る
事
が

　
で
き
る
。
但
し
そ
の
場
合
は
乙
に
対
し
て
、
総
工
事
金
額
の
２
割
相
当
の
代
金
を
支
払
う
事
と
す
る
。
又
、
す
で
に
着
工
中
の
場
合
は
、
そ
の
出
来
高
に

　
総
工
事
金
額
の
２
割
相
当
の
代
金
を
加
え
て
支
払
う
事
と
す
る
。

第
1
4
条
（
管
轄
裁
判
所
）

　
本
契
約
に
関
す
る
管
轄
裁
判
所
は
、
金
額
の
大
小
を
問
わ
ず
乙
の
本
人
所
在
地
を
管
轄
す
る
裁
判
所
と
す
る
。

１
．
お
客
様
が
訪
問
販
売
で
お
申
し
込
み
さ
れ
た
場
合
、
本
書
面
を
受
領
し
た
日
を
含
む
8
日
間
は
書
面
又
は
電
磁

　
的
記
録
（
電
子
メ
ー
ル
・
F
A
X
等
）
（
下
図
参
照
）
に
よ
り
無
条
件
で
申
し
込
み
の
撤
回
（
契
約
が
成
立
し
た
と

　
き
は
契
約
の
解
除
）
を
行
う
こ
と
（
以
下
「
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
」
と
い
う
）
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
ク
ー
リ
ン
グ

　
オ
フ
に
関
し
て
不
実
の
こ
と
を
告
げ
ら
れ
て
誤
認
し
、
ま
た
は
威
迫
さ
れ
困
惑
し
て
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
し
な
か

　
っ
た
と
き
は
、
改
め
て
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き
る
旨
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
受
領
し
た
日
を
含
む
8
日
間

　
を
経
過
す
る
ま
で
は
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き
ま
す
。

２
．
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
効
力
は
、
下
記
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
下
図
参
照
）
を
発
信
し
た
時
か
ら
生
じ
ま
す
。

３
．
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
し
た
場
合
、
①
損
害
賠
償
や
違
約
金
を
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
②
す
で
に
引
き
渡

　
さ
れ
た
商
品
の
引
き
取
り
や
権
利
の
返
還
に
要
す
る
費
用
は
販
売
店
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
③
す
で
に
商
品
代
金

　
や
対
価
の
一
部
又
は
全
部
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
す
み
や
か
に
販
売
店
よ
り
そ
の
全
額
を
返
還
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
ま
す
。
④
役
務
の
提
供
に
伴
い
土
地
ま
た
は
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
現
状
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、

　
無
償
で
原
状
回
復
を
販
売
店
に
請
求
で
き
ま
す
。
⑤
す
で
に
役
務
が
提
供
さ
れ
た
と
き
に
お
い
て
も
、
請
負
者
は
、

　
お
客
様
〈
注
文
者
）
に
提
供
し
た
役
務
の
対
価
、
そ
の
他
の
金
銭
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
お
知
ら
せ

第
１
条
（
個
人
情
報
の
収
集
・
利
用
・
保
有
）

　
申
込
者
は
、
請
負
者
(以
下
[当
社
]と
い
い
ま
す
)と
の
本
契
約
に
係
る
以
下
の
個
人
情
報
（
変
更
後
の
情
報
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
を
本
契
約

　
の
管
理
の
た
め
、
当
社
が
保
護
措
置
を
講
じ
た
上
で
収
集
・
利
用
し
、
当
社
が
定
め
る
相
当
な
期
間
保
有
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

①
属
性
情
報
（
本
申
込
時
に
記
載
・
入
力
等
し
た
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
、
電
話
番
号
(携
帯
電
話
番
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
)、
勤
務

　
先
内
容
、
家
族
構
成
、
居
住
状
況
等
）

②
契
約
情
報
（
契
約
の
種
類
、
申
込
日
、
契
約
日
、
利
用
日
、
商
品
名
、
契
約
額
、
利
用
額
、
利
息
、
分
割
手
数
料
、
保
証
料
、
諸
費
用
、
支
払

　
回
数
、
毎
月
の
支
払
額
、
支
払
方
法
、
振
替
口
座
等
）

③
取
引
情
報
（
本
契
約
に
関
す
る
利
用
残
高
、
月
々
の
返
済
状
況
等
(内
訳
を
含
む
)、
取
引
の
現
在
の
状
況
及
び
履
歴
そ
の
他
取
引
の
内
容
）

④
支
払
能
力
判
断
情
報
（
注
文
者
の
資
産
、
負
債
、
収
入
、
支
出
、
当
社
が
収
集
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
リ
ー
ス
利
用
履
歴
お
よ
び
過
去
の
債
務
の

　
支
払
状
況
）

⑤
公
開
情
報
(官
報
、
電
話
帳
、
住
宅
地
図
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
)

第
２
条
(個
人
情
報
の
利
用
)

　
申
込
者
は
、
当
社
が
下
記
①
及
び
②
の
目
的
の
た
め
、
第
１
条
①
②
③
の
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
①
市
場
調
査
、
商
品

　
開
発
②
お
客
さ
ま
向
け
企
画
・
宣
伝
物
・
印
刷
物
の
送
付
等
の
営
業
案
内

第
３
条（
個
人
情
報
の
開
示
･訂
正
･削
除
）

①
申
込
者
は
､当
社
に
対
し
て
､個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
､会
社
が
保
有
し
て
い
る
自
己
に
関
す
る
個
人
情
報

　
を
開
示
す
る
よ
う
請
求
で
き
ま
す
。
な
お
､開
示
請
求
窓
口
は
､そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。（
１
）
当
社
の
開
示
請
求
窓
口
　
第
６
条
記

　
載
の
窓
口
　
開
示
請
求
手
続
（
必
要
な
書
類
､手
数
料
等
）の
詳
細
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。

②
万
一
､当
社
の
保
有
す
る
個
人
情
報
が
､不
正
確
ま
た
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
限
り
､当
社
は
､速
や
か
に
訂
正
ま
た
は
削
除

　
に
応
じ
ま
す
。

第
４
条（
個
人
情
報
利
用
中
止
の
申
出
）

　
当
社
は
､第
1
条
に
よ
る
同
意
を
得
た
範
囲
内
で
当
該
情
報
を
利
用
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
､中
止
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
は
､そ
れ
以

　
降
の
第
1
条
に
基
づ
く
会
社
で
の
利
用
を
中
止
し
ま
す
。

第
５
条（
本
同
意
条
項
に
不
同
意
の
場
合
）

　
当
社
は
､申
込
者
が
所
定
の
申
込
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
を
希
望
し
な
い
場
合
お
よ
び
本
同
意
条
項
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
承
認
で

　
き
な
い
場
合
､本
申
し
込
み
を
お
断
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
､当
社
は
､申
込
者
が
第
1
条
に
同
意
し
な
い
場
合
で
も
､こ
れ
を
理
由

　
に
本
申
し
込
み
を
お
断
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
６
条（
個
人
情
報
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
窓
口
）

　
当
社
に
対
す
る
個
人
情
報
の
開
示
･訂
正
･削
除
等
の
請
求
､そ
の
他
個
人
情
報
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
や
利
用
中
止
の
申
し
出
に
関
し
ま

　
し
て
は
､販
売
店
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

第
７
条（
条
項
の
変
更
）

　
本
同
意
条
項
は
法
令
の
定
め
る
手
続
き
に
よ
り
、
必
要
な
範
囲
内
で
変
更
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
項

右
図
の
よ
う
に
ハ
ガ
キ
等
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
販

売
店
あ
て
に
郵
送
し
て
下
さ
い
。
郵
送
方
法
の
場
合
、
簡
易
書

留
扱
い
が
確
実
で
す
。
電
磁
的
記
録（
電
子
メ
ー
ル
・
F
A
X
等
）

の
場
合
、
ハ
ガ
キ
等
の
記
入
例
に
示
す
事
項
の
全
て
ご
記
入
の

う
え
、
以
下
の
連
絡
先
に
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

※
１
（
　
　
）
の
中
は
販
売
店
名
を
お
い
れ
下
さ
い
。

【
電
子
メ
ー
ル
】

【
FA
X】

郵
便
は
が
き （ ※ １ 　 　 　 ） 会 社

● ご 住 所

（ フ リ ガ ナ ）

● ご 契 約 者 名

● 電 話 番 号

契 約 日 　 　 ○ 年 ○ 月 ○ 日

● 販 売 店 名

● 販 売 店 住 所   ● 電 話 番 号

● 商 品 ・ 役 務 名  ● 金 額

右 記 日 付 の 申 込 は 撤 回 し 、

ま た は 契 約 を 解 除 し ま す 。


